
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オール東濃地方税徴収強化月間とは 

県税及び市税の徴収確保に向けて、岐阜県東濃県税事務所と管内５市は個人住民税の直接徴収に係る派

遣職員を架け橋として、また、県税職員と市税務職員との相互併任により、相互に連携、協働して徴収確

保に取り組んでおり、今後も、よりよい地域づくりのために、適正かつ公平な納税を推し進め、安定的な

税収を確保していく必要があります。 

このため、岐阜県東濃地域税収確保対策協議会事業の一環として、令和２年１２月の１か月間（１２月

１日（火）～２８日（月））を「オール東濃地方税徴収強化月間」と位置づけ、県と市が連携して徴収確保

対策を集中的に実施することにより、納税に対するより一層の理解の醸成と新規滞納の発生の抑制を図り、

徴収率の向上を目指します。 

  

オール東濃地方税徴収強化月間における取組 

【主な取組計画】 

 ・納税相談の受付 

 ・滞納処分（預貯金、給料、生命保険金などの差押）の集中的な実施 

 ・管内５市と県税事務所が連携した捜索の実施 

 ・個人住民税の特別徴収徹底 

 ・徴収事務に関する研修会の開催 

 

※納期限までに納付できない場合、納税通知書に記載の各市役所又は東濃県税事務所へご相談ください。 

 

      

岐阜県東濃県税事務所徴収課 
１２月は 
｢オール東濃地方税徴収強化月間｣です 


